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【足立区地域自立支援協議会本会議】会議概要 

会 議 名 令和７年度足立区地域自立支援協議会第２回本会議 

事 務 局 
福祉部障がい援護課、障がい福祉課、障がい福祉センター 

衛生部中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和８年２月２７日（金） 

開 催 時 間 午後２時００分～４時００分 

開 催 場 所 障がい福祉センター５階ホール 

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 別紙のとおり 

会 議 次 第 １ 開会 

（１）事務連絡・区障がい援護課長挨拶 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

 

（２）今期の活動報告について 

ア 専門部会等の報告 

（ア） くらし部会 

（イ） はたらく部会 

（ウ） こども部会 

（エ） 相談支援部会 

（オ） 権利擁護部会 

（カ） 精神医療部会 

（キ） 足立区障がい者ケアマネジメント評価会議 

① 足立区における相談支援のモニタリング結果の検証 

② 地域生活支援拠点等の検証 

③ 日中サービス支援型共同生活援助事業の報告・評価 

イ 今期の活動報告書（案）について 

ウ 足立区地域自立支援協議会セミナー 

エ 各専門部会③【相談支援部会】 

オ 足立区障がい者ケアマネジメント評価会議 

 

（３）第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画の策定スケジュール 

について 

 

様式第１号（第３条関係） 
【公 開 用】 
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３ 事務連絡 

（１）会議録及び活動報告書について 

 

（２）来期に向けて・委員改選等 

来年度の本会議日程 

 第１回 令和８年６月上旬 

 第２回 令和８年１１月～１２月初旬 

 第３回 令和９年２月下旬 

 

４ 閉会 

 

資料 
１ 足立区地域自立支援協議会令和６年度～令和７年度活動報告書（案） 

２ 足立区における相談支援のモニタリング結果の検証 

３ 地域生活支援拠点等の検証 

４ 日中サービス支援型共同生活援助事業の報告・評価 

５ 足立区障がい福祉関連計画の策定スケジュールについて 

その他 
公開状況：公開 

傍聴：１人 
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（協議経過） 

１開会 

（１）事務連絡 

〇中沢事務局員 

それでは、お時間になりましたので、足立区

地域自立支援協議会第２回本会議を開催いた

します。本日はお忙しい中、ご出席いただき誠

にありがとうございます。本日進行を務めさせ

ていただきます、障がい福祉センターあしすと

自立生活支援係の中沢です。 

最初に配付資料の確認をいたします。本日の

次第。次に資料１「令和６年度～令和７年度活

動報告書（案）」。次に資料２、足立区におけ

る相談支援のモニタリング結果の検証。次に資

料３、地域生活支援拠点等の検証。次に資料４、

日中サービス支援型共同生活援助事業の報告・

評価。また次第には記載がありませんが、本日

追加で令和７年度第１回本会議・協議メモも配

付しております。 

次に、この自立支援協議会は発言、会議内容

につきましては、後日会議録を公開いたします

ので、作成のため録音させていただきます。ま

た本日の本会議は公開しており、傍聴席を設け

ておりますのでご了承ください。事務連絡は以

上となります。 

それでは次第に沿って進めてまいります。初

めに、障がい援護課柳瀬課長よりご挨拶申し上

げます。柳瀬課長お願いいたします。 

 

（２）障がい援護課長挨拶 

〇柳瀬障がい援護課長 

みなさまこんにちは。足立区障がい援護課長

の柳瀬でございます。本日は本当にお忙しい中、

この自立支援協議会へご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

また委員のみなさまにおかれましては、日頃

より足立区の障がい福祉行政に多大なるご協

力をいただきまして、誠にありがとうございま

す。この協議会でございますが、２年度を１期

としておりまして、今回、これで丸２年という

ところで、本日までのところで、一つの総まと

めという形になるスケジュールでございます。 

後ほど各部会の方からご報告をいただくと

ころではございますけれども、活動報告書とい

う形で取りまとめすることになりますので、ぜ

ひ本日は活発なご協議をいただけるとありが

たく存じます。本当にこの２年間にわたりまし

て、委員のみなさまにおかれましては、ご尽力

をいただき改めて心より感謝を申し上げます。 

また、来期からは新たなスタートを切ることに

なります。みなさまとともに引き続き地域課題

の解決に取り組んでまいりたいと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇中沢事務局員 

ありがとうございました。続いて本日出席の

委員のご紹介ですが、協議の時間を十分に取る

ため割愛させていただきます。席次は次第の裏

面に印刷されておりますのでご参照ください。 

なお欠席者にについてご報告させていただき

ますが、欠席者につきましては、森澤部会長、

石井委員、永島委員、鈴木香奈子委員、松井委

員、石黒委員、高橋俊哉委員、続いて区の委員

では長門委員、谷内委員が欠席となっておりま

す。 

それでは次第２「議事」に移ります。本日の

進行につきましては、足立区地域自立支援協議

会設置要綱第３条の２の規定に基づき、日本社

会事業大学社会事業研究所客員教授、曽根直樹

先生に務めていただきます。この後の議事進行

は曽根会長に進めていただきます。それでは会

長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２議事 

（１）会長挨拶 

様式第２号（第３条関係） 
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〇曽根会長 

よろしくお願いします。私は期の途中からこ

ちらの会長を引き継いだ関係もありまして、令

和６年度のことは直接は存じ上げませんが、令

和７年度の２回目ということで、みなさまから

いろいろ教えていただければと思います。 

報告事項が非常に多いので、なるべくポイン

トを押さえた形でお話しいただいて、みなさま

からのご意見の時間を取れればと思いますの

でよろしくお願いいたします。では今期の活動

報告、各部会の報告をお願いいたします。次第

に従って最初はくらし部会ですね。よろしくお

願いします。 

 

（２）今期の活動報告について 

ア専門部会等の報告 

（ア）くらし部会 

〇酒井くらし部会長 

くらし部会長を務めております酒井です。よ

ろしくお願いいたします。資料１の２７ページ

をご覧ください。 

くらし部会では、令和６年度、令和７年度と

継続したテーマについて議論を重ねてまいり

ました。６年度におきましては障がいのある方、

家族、職員等の高齢化についてお話し合い、７

年度については足立区障がい者計画、障がい児

計画の現状と課題、要因等について議論しまし

た。それらの両年の課題等で検討、各所で取り

組みを行ってきた内容についてまとめて報告

させていただきます。 

まず１番目のところで現状としましては、

（１）利用者の高齢化と生活実態の変化。福祉

サービスを利用されているほとんどの事業に

おいて、やはり利用者の高齢化という課題が出

てきております。また続いて（２）の方では、

介護者の高齢化と緊急事態の頻発ということ

で、利用者の高齢化だけにとどまらず家族や介

護者含めてですね、年齢が高齢になってきてい

ますので介護が困難になってくるなどの課題

が出てきております。 

（３）番目として、施設職員の高齢化と身体

負担の増大ということで、施設職員もやはり年

数増えて働いていただいている方が増えてき

ますので、やはり身体的な介護が大変になって

くるとか、そういう課題が出てきております。

（４）番目、障がい福祉計画と現場ということ

で、第７期障がい福祉計画の内容等について、

現場で確認しながら話し進めてまいりました。

その中でやはり現場サイドとして、こういうと

ころが改善していくといいなという意見をま

とめさせていただいております。 

続いて２番目、課題として解決すべき根本的

な課題というところになります。（１）終の棲

家機能と施設ハード面の限界。利用者の方で居

住施設関係に住まわれている方は、やはり長く

住みたいというご意向がありますが、施設がだ

んだんと古くなってきたり、昔建てられたもの

はハードの限界が生じている課題が生じてき

ております。 

続いて２８ページのところです。（２）番、

人材の量的・質的不足。どの事業におきまして

も人材が不足してきているというのはありま

すし、なかなかの課題のある職員が入ってきて

いるというのは年々増えているのをお聞きし

ております。（３）番、セーフティネットの慢

性的不足。これ急な介護者が急な病気などは、

介護ができないという事情が出てくることが

増えておりまして、緊急的に短期入所、ショー

トステイの需要などが増えておりますが、確保

が困難な状況も出てきております。 

（４）番目、訪問系サービスの供給力不足と

質の低下。訪問系サービスにつきましては年々

利用者の人数が高まっておりまして、支給時間、

支給量も増えているのですが、ヘルパーさん自

体の担い手が、本当に不足していて、家庭の要

望に答えられないというような現状が生まれ
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ております。（５）番、短期入所の慢性的的な

不足。先ほどの緊急的な部分だけではなく、通

常の短期入所の利用も、空いていない、希望が

取れないというようなご意見が出てきている

という課題が出ております。 

（６）番目、日中活動系サービスにおける高

齢化、また報酬についてということで、日中系

のサービスについてもやはり利用者さんが高

齢化で活動ができなくなってきている、作業が

できなくなってきているような課題が出てき

ております。（７）番、居住系サービスにおけ

る設備投資について。居住系サービスにつきま

しては、建物、グループホームだとかそうなの

ですけれども、建物自体が古くなってきて、設

備投資を行っていくことにやはり報酬だけで

は賄えない部分が出てくるというようなご意

見をいただいております。 

（８）番、障がいのある方の高齢化、家族等

の高齢化に対するサービス提供の変化という

ことで、ここについて、やはり障がいのある方

の高齢化によっていろんなサービスの利用が

できなくなるというのがその傾向として出て

きております。それについて、ではどうフォロ

ーしていくかという方が、なかなか今、出てき

ていない部分がございます。 

続いて２９ページをお開きください。これら

２番目に挙げさせていただいた課題について、

要因を考えております。それぞれ全般的な部分

で跨ってくるところなのですけれども、（１）

番として、事業所間の連携と人材確保の難しさ。

やはり一人の方を支えるにあたっては事業所

連携というのは非常に大きくなってくるので

すけれども、そこが経験不足だったり連携がで

きなかったような要因があったり、あとはそも

そも人材確保の難しさというのがありますの

で、そういう部分での改善ができないというと

ころは要因の一つとして挙がっております。 

（２）番、テクノロジー導入に対するコスト

と心理的障壁。介護者等のやはり負担を軽減す

るためですね、機械の導入とかあとはＩＣＴの

活用などは考えてはいるのですけれども、やは

りそのコストが高いというところで、一事業所

単位では利用するのにはかなりハードルが高

いという要因が出ております。（３）番目、専

門人材の育成システムの不全。各事業所、人は

雇わせていただいていても、その後の研修がな

かなかできなかったり、専門的な研修も申し込

みが殺到していて申し込んでも受けられない

ような、そもそも前提の課題が出てきたりして

おります。 

（４）番目、情報共有ネットワークの分断。

今現況、各事業所長レベルの横の繋がりはある

のですけれども、現場レベルの職員の横の繋が

り等がございませんので、そういうところがや

はり情報が行き渡らず課題となっているかと

思います。 

続きまして最後です、３０ページのところで、

これらの課題・要因に対して取り組んだ内容を

挙げさせていただきます。（１）のところで、

訪問系サービスの取り組みについて、短時間勤

務の活用を検討したのですけれども、なかなか

利用者の各家庭の個別の事情に臨機応変な対

応には、短時間勤務のバイトの人では限界があ

ることが出てきております。続いて事業所独自

の魅力を発信して人材確保に努めるとともに、

移動時間に対する手当支給と独自の処遇改善

策の方法を検討していくことを話し合ってお

ります。 

（２）番、短期入所の取り組みについて、医

療的ケア、重度障がいへの対応について近隣施

設の役割分担を明確化し、受け入れ体制を効率

化したことで、隙間のない受け入れができるの

ではないかということを提案しております。ま

た通所施設と短期入所施設の間で利用者の支

援情報を事前共有、見学するなど連携サービス

を強化しております。実際に見学なども行って
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いただいております。 

（３）番、日中活動系サービスの取り組みに

ついて、利用者の高齢化によって施設内活動の

見直しや利用施設事業の見直しを行っており

ます。続いて、機能維持や本人の意向を尊重し

た支援計画の見直しを行って高齢化に対応し

た内容の取り組みを積み重ねていっておりま

す。 

（４）番目、居住系サービスについて、共同

生活援助、グループホームにおいて、医療系の

事業所等との多職種連携を強化して医療体制

を確保することで、重度化・高齢化に対応して

いるのが現状です。入居選定基準の透明化を確

保して、緊急性の高いケースに関して迅速に対

応できる体制を整備していきます。ハード面の

更新については予算上の兼ね合いもあって、な

かなか実施できない部分がありますが、実施で

きるところから始めており、整備の改収等に関

しては計画的に予算を取って実施していきま

す。 

（５）番目、障がいのある方の高齢化、家族

の高齢化に対するサービス提供の変化の取り

組みにつきまして、まず一つ目としては利用者

の高齢化に関わる対応で、困難事例につきまし

ては他職種・他機関で連携を実施しております。

高齢化の課題についてはこれまで取り組んだ

事例も少ないため、今後は事例の積み重ねも必

要と感じております。また福祉施設、医療機関、

地域包括支援センター、成年後見制度の関係者

が日常的に顔の見える関係を築いて、一人の利

用者を多角的に支える機能を構築できるよう

広く発信していきます。 

続いて利用者の高齢化に関わる対応では、家

庭ごとの事情もあるため、新たなサービスを使

うなど個別に対応してきております。家庭環境

によって課題も異なっていて、事例を集約し参

考にしていくことも必要と感じております。続

いて障がい種別、高次脳機能障がいだとか身体

障がい、知的障がい、特有の課題のケース、内

容が重なり細分化しているものに関しては、

個々の事業所で現状対応しております。しかし

ながら、対応方法がわからず対応が遅れるケー

スも増えているため、やはり総合的な窓口やコ

ーディネーター的な役割を持つ人が今後必要

と感じております。 

（６）番としては、福祉機器・ＩＣＴの活用

であります。昨年度、福祉機器の事業者に体験

会を実施していただいて、パワースーツや無料

アプリを活用しての体操、レクリエーションな

ど、今後の活動等の活用の参考にさせていただ

いております。あくまで部会の中での共有しか

行っていなかったので、今後は広く発信できる

ように検討していきます。 

最後（７）番、地域全体での人材育成・定着

の共同取り組み。高齢化に伴う身体機能や認知

機能の低下により、一事業所での対応は難しい

利用者の受け入れについては、くらし部会内で

情報共有を行ってきました。このような共有の

内容を地域の施設でノウハウを共有し合った

り、共同で研修を実施したりする共助の仕組み

を検討していきたいと思っております。また男

性が少ないという課題がありますので、力仕事

に頼らないテクノロジーの活用をするような

介助や、強度行動障がいの専門的アプローチに

取り組んでいる事業所の取り組みを情報収集

していくことで、将来的に専門職の専門性と安

全性をアピールできるものを作り上げること

を検討してまいります。 

今期、くらし部会で実施してきた内容は以上

になります。３２ページからはですね、令和７

年度に話し合った障がい計画に対する状況の

検討を、文言をそのまま載せさせていただいて

おります。この内容は今のまとめに入っており

ますので、あくまで話し合った内容をそのまま

掲載させていただきます。くらし部会からは以

上になります。 
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〇曽根会長 

ありがとうございました。最初に持ち時間を

お伝えしなかったのが良くなかったのですけ

れど、一部会当たり報告６分、質疑５分という

時間になっていまして、今の時間で大体報告に

１３分かかっていますので、各部会長さんは本

当にポイントを押さえてご報告いただけたら

と思います。時間が限られている中での濃い報

告を期待したいと思います。 

では、今のご報告に対して、ご質問かご意見、

特にくらし部会で次年度どういうことに取り

組んでほしいかというご意見を出していただ

けると、この自立支援協議会の本会議が中心に

なって各部会の取り組みを促していくという

形ができると思いますので、よろしくお願いい

たします。いかがでしょうか。 

 

〇小谷こども部会長 

東京未来大学の小谷です。こども部会長をさ

せていただいておりますが、くらし部会は非常

に多岐にわたって取り組んでらっしゃって、と

ても勉強になるというか大変なんだなという

のを改めて思いました。 

何をするにあたっても、多分人材が不足して

いるのが今大きいのではないかと思います。外

国人もなかなか日本には来なくなっていると

いう状況もあるかと思いますし、あと若手も今

就職も結構良くなっているので、介護系に行く

人が多いのかというと、うちの大学でもそうで

はないというか、もう引く手あまたという状況

ですので、これから人材不足がさらに来るよう

な気がしているのですが、その辺りどのように

お考えでしょうか。 

 

〇酒井くらし部会長 

はい。今おっしゃっていただきましたように、

特に専門学校だとか福祉学校の生徒さん自体

も少なくなっておりますし、我々の福祉事業所

では実習生として受け入れ自体がやっている

人数は少なくなっているとすごく実感してい

ます。 

募集をかけてもなかなか集まらないという

現状もありますし、訪問系のヘルパーなどでは、

先ほども報告させていただいた今よくＣＭで

やっている隙間バイトみたいな広告を出して

も集まらないですし、集まってもやはりその資

格のない状況で専門的な介助とか支援はでき

ないという現場のそもそもの課題がございま

すので、それに対してやはりもう少し取り組み

やすいような内容を内部で構築して、初心者で

もできるような仕事を少し切り出して作って

あげるということも一つ考えております。 

あと、先ほど報告させていただきましたが、

テクノロジーの導入、介護スーツロボットやＩ

ＣＴ機器の導入によって、一職員の負担を軽減

することで、やはり今でも介護職はきついとか

３Ｋの印象がまだ抜けていないので、そういう

ところのやはり自助努力はしていかなければ

ならないというのは委員の中では話し合って

おりますが、やはり少ない人材の中では難しい

かと感じております。以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。では、佐藤委員さ

んいかがですか。くらし部会へのご要望などあ

りますか。少し課題が総花的になっていて、こ

れ全部来年取り組むというのは不可能だと思

うのですよね。なのでもっと絞り込んだ課題に

対して取り組んでいただくのがいいと思うの

ですが、そう考えたときに佐藤委員としてはど

ういうことが考えられますか。 

 

〇佐藤委員 

私は、くらし部会も参加しているので、一応

最後の部会の時に「来年度は高齢化が中心です
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かね」といった話が出ていました。子どもさん

の方に関してはこども部会がありますし、働い

ている人ははたらく部会とかもありますし、他

の部会でカバーできない部分、暮らしに関する

ところをくらし部会でやっていければいいの

かなと思っています。 

 

〇曽根会長 

高齢化というのは具体的にどういうことを

やってほしいですか。親の高齢化とか。 

 

〇佐藤委員 

先ほどお話にもでていましたが、本人もそう

ですし家族もそうですし、職員さんもそうです。

それぞれみなさま平等に年はとっていきます

し。それぞれについてくらし部会で話し合った

ところで何ができるんだろうとも思うのです

けれど、一緒に考えていきたいと思います。 

 

〇曽根会長 

職員の高齢化は、今の人材不足の話にも繋が

ると思うので、足立区だけで解決できる話では

ないと思うのです。では足立区で取り組めると

したらどれだと思いますか。家族・本人・職員

の高齢化のうち、どうでしょう。 

 

〇佐藤委員 

支援者として取り組めるとしたらご本人に

対してなのかな、と思います。ご本人の高齢化

の変化に対してどう支援を変化させていける

かみたいなことですかね。 

 

〇曽根会長 

ご家族と同居していると介護しているご家

族も高齢化してくる、という大きな課題があり

ますよね。そのご家族の立場だからあえて聞く

のですが、そういう立場としてくらし部会に何

をしてほしいですかね。 

 

〇佐藤委員 

家族の高齢化は、障がいのある子の親ではあ

りますけれど、一般的に高齢者が増えていると

いう問題もありますので、そこはまた障がい福

祉からではなく、一般的な高齢者福祉からの目

線で家族にも目が行き届けばいいのかなと思

いますね。お母さんたちとかが「包括にちゃん

と繋がってね」みたいなことは家族会でも言っ

たりします。 

 

〇曽根会長 

では高齢福祉と連携するということですか

ね。鈴木委員さんのほうはいかがですか。 

 

〇鈴木（真）委員 

足立区肢体不自由児者父母の会の鈴木です。

私もくらし部会に委員として参加させていた

だいております。 

現状で言いますと、生活介護は入所調整会議

をしないと年度内に移行することができない

のです。肢体不自由の場合、病気等の後遺症で

医療的ケアが必要になってきた場合に、そこの

施設にいられない状態になってしまうケース

が出てきているのです。そうなってしまうと、

家庭、在宅で訪問看護にするのか、今見ていた

だいている施設で医療的ケアの行為をしてい

ただけるのかどうか。 

本当に障がいが重くなったショックを家族

が抱えている中で、その子の行く場がなくなっ

たというダブルショックがございます。ですか

らそこは、施設とあとは足立区の様々な連携で、

その障がいが重くなった方が今までとおりに

安全・安心して過ごせるようになっていってほ

しいなということは、他人ごとではなく希望と

してあります。 

あと先ほどの親の高齢化、利用者の高齢化と

いうところでは、やはり個別支援計画というも
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のがあるので、加齢に伴って、今まで若い頃は

早く仕事ができて作業も効率よくできていた

かもしれないけれど、年を取った分できなくな

ることもある。そうなったところでは、もっと

その年齢に合わせたやり方で効率よくできる

にはどう職員さんが支援していけばいいのか

なというところを考えていただけると助かり

ます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。やはり高齢化とい

うところに少しポイントを絞って取り組んで

ほしいというお二人のご意見だったかと思い

ます。 

くらし部会の中でこの課題全部やるという

ことは無理ですよね、どう考えても。足立区だ

けでは解決できないものもたくさん入ってい

るんですね。なので足立区だったらできること

に絞って取り組んでいただくのがよいと思い

ます。 

私は、高齢化の課題は非常に大きいと思って

まして、特に生活実態の把握というのをまずは

していく必要があるのではないかと思うので

す。サービスにつながっている方はサービス事

業所を通じてご家庭の状況というのも少し把

握できると思うのですけども、サービスにつな

がっていない方というのは全く誰にも分から

ない状況になっている。 

ここが分かるのは区役所だけなのですよ。区

役所にはリストがあるわけですよね。手帳だと

か様々な手当とか。なので区役所が持っている

リストを元にして、サービスにつながっていな

い人、あと年齢が高くなっている人、あとは障

がいが重い人。そういった生活上のリスクを抱

える可能性が高い人を優先して、まずは訪問し

て生活実態を把握する。 

それを今度は、地域生活支援拠点等のコーデ

ィネーターと連携して、しっかりとその後の見

守りの体制を作っていったりとか、サービスに

つなげていただいたりとか。そういった取り組

みは不可欠だと思っていまして、今全国でそう

いう取り組みを進めようとしているところな

んですね。なので、くらし部会としてもそうい

った課題と連動した取り組みを次期にはぜひ

お願いしたいと思います。 

この協議会の本会議はやっぱり専門部会に

オーダーする会なので、ただ単に質問するだけ

ではなくて、来年度の足立区のために何をやっ

ていったらいいのかっていうことを話し合う

場ですから、ぜひ意見を言っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

はい。では時間を経過していますので、よろ

しいでしょうかね。続きまして、はたらく部会

ですね。報告６分でお願いします。 

 

（イ）はたらく部会 

〇橋本はたらく部会長 

はたらく部会長の橋本です。はたらく部会は

５８ページに報告書をまとめております。 

令和６年度は障害者雇用促進法の法定雇用

率が上がった状況であったり、働く環境がコロ

ナ禍前とコロナ禍以降でかなり変わってきて

いるといったところで、関わっている委員の

方々、それぞれの立場からの課題を共有してい

ただいて、その課題を整理していきましょうと

いうことで、結果５９ページのような形で、そ

れぞれの領域ごとにどんな課題があって、それ

に対してどういったアクションが必要だろう

かということを検討しました。 

令和７年度に上がりまして、これを具体的に

優先順位を考えて何から始めていこうかとい

ったところで、今一番の困りごと、そして一番

勢いのあるところが、障がい者雇用とか数が増

えている。でも、それを支えるための支援体制

や企業の理解といったところがまだまだ足り

ていないといったところが共通点でした。 
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これは待ったなしの課題であろうというこ

とで、まずは企業への情報発信に力を入れてい

こうということで、今年度に関しては３回の会

議の中でパンフレットの作成という具体的な

ワーキングチームの中で取り組みました。 

そのパンフレットを作成したものが、みなさ

まお手元にあると思うのですけれども、こちら

を制作しました。中身は見ていただければと思

うのですけれども、足立区内で障がい者雇用が

うまくいっている企業３社を取り上げさせて

もらって、実際あしすとさんのホームページ上

にも掲載されています。このＱＲコードを読み

込むとその事例が見ていただけるという内容

になります。 

このパンフレットを５,０００部印刷しまし

て、今年度は足立区内の企業１,０００社に郵

送で送りました。それに伴って、もう一枚のセ

ミナーのチラシがございます。これ来週３月３

日にハローワークさんと一緒に行う、はたらく

部会として開催をする予定なのですけれども。

ぜひみなさまの周りの方や、みなさまの所属し

ている方々で参加していただける方がいたら

ご参加いただければと思います。 

そういった具体的な取り組みをしていく中

で、次年度に関しては６１ページになります。

これから先、また障害者雇用促進法の法定雇用

率が２.５％から２.７％に上がったりですと

か、あとは就労支援サービスにおいても、今Ｂ

型事業所の報酬改定というのが巷では結構こ

れからどうしていこうというような声も広が

ってきていますので、その辺りが検討になるか

と想定します。 

さらには就労選択支援などの動きもありま

すので、かなり就労支援のこれまでの流れが変

わってくることが予測される。それに伴って、

さらに精神障がい者の雇用というのはかなり

増えていますので、これまで関わってきた委員

さんの他に、医療従事者の方にも今年度はオブ

ザーバーに入っていただいて、医療機関におけ

る就労支援の情報共有をしていただきました。 

なので、来年度に関しては普及活動は引き続

き行っていきます。それとともに連携ですね。

地域の中でのハローワーク、支援機関、医療機

関の連携による支援体制といったところをも

っと強固にしていくようなところで検討をし

ていきたいと思っています。以上です。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。何かご質問、

ご意見がありましたらお願いいたします。ハロ

ーワークの田中さん。 

 

〇田中委員 

ハローワーク足立の田中です。企業向けパン

フレットということで、非常にコンパクトによ

くまとまっていると思っています。 

あと来週のこのセミナーなのですけれど、こ

のセミナーに関しては、オンラインとかはやら

れるのですか。 

 

〇橋本はたらく部会長 

オンラインは予定していないです。 

 

〇田中委員 

ないですか。例えば動画を撮ってその後にど

こかのサイト載せるというようなことはいか

がでしょうか。もし可能であればなのですけれ

ども。 

 

〇橋本はたらく部会長 

そうですね。今回は調査的なところも考えて

ますので、どれぐらいの方が来られて、どうい

った疑問を持っているのかとか、そういったと

ころを確認していきたいなと考えております。 

 

〇田中委員 
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実はこのセミナー、私も行きたかったのです

けれど、都合がつかなくて伺えそうにないので

す。なので、もし来年度以降もこういったセミ

ナーをやるのであればぜひその動画を配信す

るようなことも考えていただけるとよいのか

なと思います。 

あともちろん今回、私どもハローワークの職

員が講師として話をしますので、私どものホー

ムページなどでも動画配信ができなくはない

のかなと思っております。ぜひこういったよい

セミナーがあれば、我々は積極的に幅広く展開

していきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 

〇橋本はたらく部会長 

はい、ありがとうございます。ぜひさせてい

ただきたいと思います。 

 

〇曽根会長 

今年はもうできないですか。スマホで撮れば

できるし、ＹｏｕＴｕｂｅに上げるのそんなに

大変ではないから。今からどうでしょう、撮り

ますか。 

 

〇橋本はたらく部会長 

撮ります。はい。ではこれ使えるかどうか少

しわかりませんけれど、まずは撮ってみます。 

 

〇田中委員 

あともう一つ。今後、セミナーなど主催・共

催ということで、ハローワークと一緒に周知広

報等をやっていけるとよりよいのかなと思っ

ています。 

ハローワークの方でやはりこういったセミ

ナーのご案内を、いわゆる雇用率達成指導の一

環として配付すればだいぶ反応があると私は

思っていますので、そんなところも検討いただ

ければありがたいです。 

 

〇橋本はたらく部会長 

実は１,０００社にＤＭを送ったのですけれ

ども反応がほとんどなくて。それで電話をした

のです。そこで一軒一軒聞いてみると、時期的

に忙しいということと、主催が「はたらく部会」

という、この説明からしていかなければいけな

いので。そもそも何者かということがやはり存

じない方が多いので、ハローワークさんと一緒

にということであればそれは声もかけやすい

ので、ぜひお願いいたします。 

 

〇曽根会長 

では、今回は間に合わないから、次回はぜひ

共催っていう形で。すごい前向きなご意見あり

がとうございました。素晴らしい。では、あと

他にいかがでしょう。佐藤さんどうぞ。 

 

〇佐藤委員 

足立区手をつなぐ親の会の佐藤です。ちょっ

とした質問なのですけれど、こういったセミナ

ーのチラシとか郵送料とか結構かかると思う

のですが、そういった費用ってどこから出るの

ですか。 

 

〇橋本はたらく部会長 

ありがとうございます。それが一番の困りご

とでして。足立区には「げんき応援助成事業」

という助成金があるという情報を得まして、そ

れに申請をさせてもらって、このはたらく部会

として助成金をいただいて費用にしています。 

 

〇曽根会長 

ではぜひ親の会のみなさんも参考にしてい

ただいて、足立区の助成金を活用すると結構助

かりそうですね。 

 

〇佐藤委員 
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はい。 

 

〇曽根会長 

ではよろしいでしょうか。鈴木さん、何かあ

りますか。大丈夫ですか。 

 

〇鈴木（真）委員 

大丈夫です。パンフレットに「げんき応援助

成事業」って書いてありますね、ちっちゃいけ

れど。 

 

〇曽根会長 

あ、本当だ。書いてありますね。はい、では

すいません。ちょっと時間の関係で、次はこど

も部会ですね。お願いします。 

 

（ウ）こども部会 

〇小谷こども部会長 

東京未来大学の小谷と申します。こども部会

長をさせていただいております。 

今年度の構成メンバーは、福祉の分野と教育

の分野と、児童相談所、家族関係団体など、１

５の機関で構成されております。 

こども部会の目的としては、こどもの現状の

課題の共有と具体的な行動と提案につなげる。

行政への建設的な提言を目指すということに

なっております。 

今、私がお聞きしている中で、医療的ケア児

というのが増えてきているということを、先に

お伝えしたほうがいいかなと思っているので

すが。やはり医療が進んでくることによって、

今までは亡くなった命が助かるようになって、

重度の子たちが大変増えております。なので人

工呼吸器をつけていた子どもたちが、学校に行

くようになってきまして、それでこの部会とし

てはもう本当にその辺りをしっかりやらなけ

ればいけないなというところで動いておりま

す。 

このように会場を東京未来大学でやったり、

都立花畑学園に行って、横の連携が強められる

ようにということでいろいろなところに行っ

ております。花畑学園ですと重度のお子さんが

いらっしゃいますのでその様子を見させてい

ただいたりしました。大学ですと、大学の養成

の状況ですね、保育士以外にどういう学生が育

っているのかというのも見ていただいており

ます。 

今右側にあるのが「若者の声を聴く」という

ことで、この学生はきょうだい児でして、妹に

障がいがあるので、実際にきょうだいとしてど

ういうことを思っているのかということを聞

いたりしました。今年度の重点課題としては、

横の連携の深化と、子ども・若者の声を聴く機

会の設定ということで、協議会の内容を反映す

るためにやっておりました。 

実際に第１回目はあしすと、こちらの施設を

使って現状を聞いていくということをいたし

ました。意見聴取をしまして、論点の整理をし

て。では実際に、不登校の原因がいろいろある

と、実はきょうだい児だったりとか、いろいろ

なものがあります。では現場に行って話を聞い

てみようということで、第２回は本学の方でみ

なさまに来ていただきまして、きょうだい児に

話を聞いて、今自分はどう思っているのかとか、

どういう支援が必要なのかということを話し

てもらいました。 

制度の隙間や支援のあり方について再認識

をして、当事者の参画の重要性を共有したとこ

ろでございます。 

第３回、またここに場所を戻しまして、各グ

ループによってディスカッションの時間を持

ちまして、顔の見える関係性の深化の確認をし

たところです。例えば、先ほど出ました喀痰吸

引が必要な医療的ケア児や人工呼吸器がつい

ているお子さんも、今、児童相談所に通報が例

えばあって困っていると言っても、児相からつ



13 

 

なぐ場所がないというような状況がございま

す。医療的ケアをつけた子を預かる児童養護施

設とか乳児院はございませんので、そこをどう

やって支援できればいいのか。そういったこと

も、深化の共有ができたり、法律ではまだこう

いった支援ができていないところというのを、

この中でみなさまと話し合ったというところ

です。 

場所をそれぞれ変えて行って、顔の見える関

係性というところを作っていきましたので、こ

こ以外でも、それぞれのイベントに協力体制を

取りました。うちの大学には障がいのある人た

ちに来てもらって、交流会してもらったり、場

所をお貸ししたりということも、あと学生も協

力したりということもやっております。逆に私

たちが学園の中に私たちが運動会に行ったり

ということもしております。 

双方、顔が見える関係ができているからこそ、

信頼関係ができて様々な取り組みができてい

るというような状況です。 

今期の成果と次年度の取り組みということ

では、先ほど何度も申し上げておりますが、機

関横断型のネットワークを強化できたこと、当

事者の参画の実現ということができました。 

来年度の取り組みとしては、保護者間の関係

性も含めた連携の検討ですね。放課後等デイサ

ービス等を利用されて１８歳まで来た保護者

さんがほとんどですので、その１８歳を終えた

後どうするのかという問題は、私たちはあまり

まだ触れていない問題なので、その辺りやって

いかなければいけないと思います。それと行政

及び各機関の最新の動向の共有や抽出された

課題の具体的な検討。顔の見える横断的なネッ

トワークの構築ということで、それぞれの課題

を持ち寄って来期に向けて取り組んでいけれ

ばと思っているところです。以上です。 

 

〇曽根会長 

はい。ありがとうございました。では、ご質

問ありましたらお願いいたします。いかがでし

ょうか。何か医療的ケア児ネットワークでした

っけ。そういった別の組織があるようなこと書

いてあったのですけれど。 

 

〇小谷こども部会長 

私自身はそのネットワークに入ってはいな

いのですけれども、こども部会のところでは。

それは区役所の方で担当されていると思うの

で。その辺り、佐々木係長お願いします。 

 

〇佐々木事務局員 

障がい福祉課の佐々木でございます。医療的

ケア児ネットワーク協議会を区の方で持って

おりまして、所管は障がい福祉課でございます。 

大体年に２回程度、定期的に医師・看護師、

相談支援事業所、学校関係の方々等にお集まり

いただいて、足立区の医療的ケアの支援の状況

や区の施策などの情報共有をしています。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。そことの連携という

のはあるのですか。 

 

〇小谷こども部会長 

特に私はないのですが、逆に私は自分が特定

分野専門なので、学生たちに実習で喀痰吸引と

かをして第３号研修を将来受けられるように

という形で、授業等ではやっているので、足立

区の方にお借りしてやらせていただいていま

す。大体毎年４２０人ぐらいの学生たちができ

るようになっていっているというのが現状で

ございます。 

 

〇曽根会長 

ただそれは部会の活動ではなくて先生の活

動ということですね。部会としてはちょっとそ
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こまでは。 

 

〇小谷こども部会長 

はい。管轄に踏み入れてしまうといけないと

思いますのでそこまではやっておりませんが、

連携ができればと個人的には思っております。 

 

〇曽根会長 

同じ課題を、部会より先に先生がやっている

のはなんか不思議だなと思って聞いていたん

ですけれど。はい。何かありますか。どうぞ。 

 

〇鈴木（真）委員 

さっきの続きです。なかなか学生ボランティ

アが増えず、現在、花畑学園に２人しかいない

というところです。医療的ケア児ネットワーク

の部会も、私は委員ではありますが、夕方の会

議のため参加できず、報告をプリントでいただ

いている状態です。 

 

〇曽根会長 

わかりました。では会議時間を少し検討しな

いといけないですね。小谷部会長、具体的に来

年度は何をされていくのでしたっけ。 

 

〇小谷こども部会長 

具体的には、子どもたちの声を聴くというこ

とで、聴いていきます。そうすると、やはり「き

ょうだい児」だということが、実はそれが原因

で精神障がいになっていたという学生も少な

くありません。今、大学ですと１０人に１人は

通信制サポート校の出身というところもあり

ますので。 

当事者ではなかった子たちが当事者になっ

ていくという現状がありますので、その辺りも

深く、今までやってきた若者の声を聴くという

ことをさらに深くやっていきたいと思います。

不登校とかも含めて。 

あとは、親御さんの困難さですね。例えば、

障がいのある子だけを見ている。だけれども、

実は健常だと思った子たちが障がい、精神的障

がいになっていくということで、家族全員がや

はり生活が困難になっていくということもあ

り得ます。その辺りについても話し合っていき

たいです。 

あとやはり、親が障がいがあるから預けられ

ないというか、養育ができない状況になってし

まったりというところで、児童養護施設も区内

で不足しておりますので、その辺りも含めて新

たな課題のところに取り組んでいくという形

に考えております。 

 

〇曽根会長 

では、きょうだい児に対する支援と、親御さ

んが養育が難しくなってしまった世帯に対す

る支援を。具体的には何をするのですか。 

 

〇小谷こども部会長 

これから逆に声を上げて、区でまだやってい

ない取り組みについて声を上げていくという

形です。こちらの趣旨にある「建設的な提言を

目指す」ということなので、そこを目指してい

きたいと考えております。 

 

〇曽根会長 

政策提言をする。はい。わかりました。いか

がでしょうか。よろしいですか。 

 

〇小谷こども部会長 

はい。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。では続いて相談支

援部会お願いいたします。 

 

（エ）相談支援部会 
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〇小杉相談支援部会長 

相談支援部会より報告いたします。相談支援

専門員をしております小杉と申します。よろし

くお願いいたします。 

今期、重点課題に対しまして相談支援部会で

は大きく２点ほど取り組みを行いましたので、

報告いたします。ページは７４ページの、１の

２番ですね、こちらになります。 

まず１点目なのですけれども、足立区の重層

的支援体制の確認を行いました。これに関しま

しては、とりわけ一般相談、第２層の相談につ

いて確認を行いました。背景としましては、や

はり特にサービスを利用していない層への支

援の難しさを実感する声が非常に多く上がっ

ておりましたので、それらの課題を少し整理し

ていただきました。 

具体的な課題としましては、支援への拒否が

ある方、無関心な方への対応の難しさ、相談支

援に入ったんだけれども途中で途切れてしま

うようなケース、あとは精神障がいの方では、

医療につながってないケースですとか、治療が

中断してしまった方とか、危機的な状況への対

応の難しさがあるということ。 

あとは、福祉サービス利用には至らない相談

のみのニーズは高い一方で、非常に受け皿とい

う資源というところまで乏しいことがござい

ますので、相談が非常に一極集中しやすいこと

などが確認されております。その他、情報提供

不足や学校との連携の希薄さといった課題が

上がりました。 

これらを踏まえまして、保健センターの保健

師さんの活動や、令和６年度から新設されまし

た福祉まるごと相談課さん、生活保護のケース

ワーカーさん、援護係等の事業の状況を共有し

て行いました。 

主な意見としましては、やはり障がいという

分野に限定しないで、相談の敷居を下げる取り

組み、例えばまるごと相談課ができたことで非

常に相談の件数が伸びたという実績もござい

ましたので、そういった有効性が確認されまし

て、その中でもやはりＳＮＳですとか仮想空間

などですね、時代に即した相談支援の必要性が

あるよねという意見があったりしました。 

そのほかは、やはり相談を待っているだけでは

なく、プッシュ型の支援ということで、アウト

リーチによる情報提供ですとか、専門職による

見守り、タイムリーな声かけが重要であるとい

うことで意見がございました。 

ただ一方で、課題ですとか意見が多岐にわた

りまして、非常に個別性が高く問題が複雑な事

例が増えているということもありまして、まと

めですとか方向性に、はっきりとした解決策と

いうのが見えづらくて、対応の難しさを感じ、

議論の中でもモヤモヤ感というところが少し

残る内容となりましたので、ぜひみなさまから

もですね、ご意見や何かアイデアがあればいた

だければ幸いです。 

今後につきましては、より具体的な個別事例

の積み上げから地域課題を抽出していく必要

があると考えますので、次年度も継続検討して

いきたいと思っております。 

２点目になります。７６ページの（３）番で

す。こちらのほう、字が小さくて申し訳ないの

ですけれども、相談支援従事者の資質向上の取

り組みを、２点目として取り組んでおります。

こちらは足立版のモニタリングの検証という

ことになりますので報告させていただきます。 

地域の大きな課題の部分で左の１番上の部

分に記載しているのですけれども、相談支援事

業所及び相談支援専門員がもう圧倒的に不足

しているよねということで、その背景としまし

てはやはり廃業してしまうとか、休止する事業

所が非常に多く出ているということ。あといま

区内には３５か所の相談事業所があるそうな

のですけれども、小規模の事業所が多くて、１

人事業所の数も大体この３分の１ぐらいでは
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ないかと言われております。このあたりの支援

体制の強化が必要であることが伺えます。 

その一方で、区の強みの部分に目を向けます

と、新規の事業所の申請ですとか初任者研修の

受講者は一定数ありますので、辞めることを防

げれば課題解決の一助になるのではないかと

いうことで、そのモニタリングの検証というも

のを使いまして、サポーティブな資質向上シス

テムの構築を目的に取り組みました。 

次のページのモニタリングの検証につきま

しては、表記のとおりなのですけれども、少し

硬い印象を与えますので、馴染みやすい呼び名

として「あだち相談支援フォローアッププロジ

ェクト」ということで、足立版のモニタリング

の検証を実施させていただきました。令和６年

度と７年度にそれぞれ４回ほど実施しており

ます。 

こちらの取り組みでは、書類面での審査に留

まらずに、中核事業所の主任相談支援専門員と

基幹相談支援センターの職員が直接事業所の

ほうに訪問させていただきまして、スーパーバ

イズする手法を採用しております。 

これによって、地域の相談支援と拠点のつな

がりを作りまして、それに加えまして書面では

表れにくい相談支援専門員個々の思いを汲み

取ることができました。事例を通して課題共有

することで地域課題につなげたり、ケース以外

の業務全般の悩み相談ですとか区全体の相談

支援体制について意見交換することができま

した。 

最終的に「振り返りシート」というものも作

成しております。あだち版モニタリングの検証

につきましては、実践報告をケアマネジメント

評価会議で実施しておりますので、後ほど報告

があるかと思います。以上となります。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。では、相談支援部

会に対するご質問やご意見、いかがでしょう。

金子さんいかがですか、障がい者団体連合会か

らご参加いただいてますけれど。 

 

〇金子委員 

特にありません。 

 

〇曽根会長 

わかりました。基幹相談支援センターの高橋

さんでしたよね。何かありますか。 

 

〇高橋（徹）委員 

障がい福祉センターの高橋です。私どものと

ころが基幹相談支援センターの一部になって

いるところではあるのですが、いわゆる計画相

談率全体のセルフプラン率が、東京全体１７％

に対して足立区は約３０％と高くなっていま

す。大人もそうですが、こどもに至ってはさら

に高くなっています。 

こうした部分をどうしていったらよいのか

というところを、本当に基幹相談支援全体に投

げかけたいとは思うのですけれど、今アイデア

がないので、引き続きこうしたところで議論を

いただきながら、何ができるか考えていきたい

と思っております。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。何かご意見ありま

すか。 

では私からよいでしょうか。その１人事業所

が３分の１というお話でしたけれど、具体的に

はどういう支援をされたのでしょう。 

 

〇小杉相談支援部会長 

そうですね、実数としては把握しておりまし

て、そういった１人事業所の方々はなかなかネ

ットワークの連絡会とかに出席していただく

ことが難しいものですから、ネットワーク連絡
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会に来てもらい繋がりを作るほか、主任相談支

援専門員が集まるコアチームの会議などで、１

人事業所の苦しさを把握し、加算の取り方や共

同型の相談支援事業の情報提供などを行い、繋

がりと情報提供という形で進めております。 

 

〇曽根会長 

わかりました。具体的に提案があるのですけ

れどいいですか。 

次年度以降、複数事業所による共同連携によ

って相談支援の「機能強化型Ⅰ」または「Ⅱ」

が取れるという仕組みがありますよね。これ１

人事業所がいくつか集まって、その中に主任相

談支援専門員が１人いれば、そういった形が可

能になりますよね。 

そうすると、１件あたりの報酬が５,０００

円ぐらい（５００点）違いますよね。同じこと

をやっていても報酬が増えるとなると、そのお

金で今度は人を雇う余地も生まれてくるでは

ないですか。しかも複数事業所で連携していれ

ば、１人事業所の孤独感というのが和らぐ効果

もあると思うので、こういった仕組みを相談支

援部会のなかでぜひ１人事業所に進めていた

だくというのを次年度やっていただくことは

可能ですか。 

ただ、これをやるにあたっては行政がリード

を取らないと無理だと思うのですよ。民間事業

所同士で話し合ってもなかなかうまくいかな

いのですね。なので行政が仲介して「こういう

形で一緒にやりませんか」っていう風に進めて

いただくというのは非常に重要で、そこは多分、

基幹を直営でやってるというすごいメリット

ではないかなと思うのです。 

なので、ここで決めなくてよいのですが、一

つの提案として、次の期の取り組みの柱にして

いただけると、相談支援体制の強化に具体的に

繋がるのではないかと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

〇小杉相談支援部会長 

ありがとうございます。相談支援のネットワ

ーク連絡会の中で共同型につきましてお話し

したところ、アンケートを取らせていただいた

のですが、やはり反応がありまして「もっと詳

しく聞きたい」「具体的に話を進めるためには

どうしたらいいのか」という意見が上がってき

ております。 

まだ手が打てていないところが反省点とし

てありまして、来年度、部会でやるのか、ワー

キングの中でやるのか、行政のみなさんと検討

しながらやっていきたいと思います。 

足立区の中でもまだ一例の実績もないもの

ですから、そういったところの事業所にも見学

に行かせていただこうかという話もすでに出

ておりまして、我々自身も詳細な説明ができる

ようにならなければいけないと考えています。 

 

〇高橋（徹）委員 

先生が今おっしゃったお見合いというか、こ

れは個人対個人ですよね。理論的にはイメージ

はできますが、場所をどうするんだとか、相談

があった時どちらが取るのかとか、ルール作り

が必要なのかなぐらいの頭でしかないのです

が、一つ一つ整理しながら、どこに課題があり

そうか考えさせていただきたいと思います。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。取り組みはスピー

ドアップしてやっていただけるとよいと思い

ます。実際そういう風にやってるところもある

ので、協定書とか参考にしてどんどん進めてい

ただけるとよいのではないかなと思います。よ

ろしくお願いします。 

はい、ではよろしいですか。続きまして権利

擁護部会、お願いします。 
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（オ）権利擁護部会 

〇平権利擁護部会長 

権利擁護部会のご報告をさせていただきま

す。資料は７８ページでございます。 

令和６年度の取り組みですけれど、第１回の

部会では障がいの権利に関わる現状と課題に

ついて各委員さんから意見を伺い、情報を「差

別解消・合理的配慮」「意思決定支援」「成年

後見制度と権利擁護支援」「虐待防止」の４点

を枠組みに整理いたしました。それが８０ペー

ジの資料となっております。 

第２回目が、差別解消・合理的配慮について、

区から相談事例を共有して、区の相談体制や障

がい者差別解消法の周知について意見を伺い

ました。 

３回目は、意思決定支援・後見制度における

チームによる支援について、それぞれの立場の

視点から意見を伺い共有しております。 

また、昨年度は自立支援協議会セミナーとし

て、障がい者の差別解消および意思決定支援を

テーマに２回セミナーを開催いたしました。そ

れが「資料１」の８１ページ、８２ページとな

っております。 

続きまして令和７年度についても報告をさ

せていただきます。６年度と同様、３回部会を

開催いたしました。 

第１回目の部会が７月１６日に行いまして、

「虐待防止」をテーマにお話をさせていただい

ております。障がい者虐待の通報窓口の基準や、

フローチャートを見ながら区から説明してい

ただき、実際どういう事例が上がってくるのか

各委員で意見交換をしていただきました。 

出た意見としては、障がいの特性から意思を

表出できない方がいらっしゃる中で、周囲がい

かに早く気づき通報ができるのかが鍵だとい

うご意見や、事業所職員の中で虐待という視点

がまだまだ薄い方もいらっしゃる中で、勉強の

機会が必要だという話。また養護者虐待の中で

は、親御さんがよかれと思ってやってしまって

いることが、結果的に子どもさんにとっての虐

待に繋がっているケースがあるということで、

親御さんに対しても早い段階から虐待の可能

性を知ってもらうことが必要だというご意見

が出ました。 

第２回目が１１月１８日に行っております。

これは部会をする前にワーキングを１０月に

行っておりまして、障がい理解・共生社会に関

する啓発活動について、子ども向けの周知活動

を一つアイデアとして、はたらく、精神医療、

相談、権利擁護などの部会を横断して話し合い

をしました。 

ワーキングの中で出たキーワードが、１つ目

が「共生社会が自然に理解できること」、２つ

目が「特に障がいと接点が少ない子どもや企業

にもわかりやすいこと」、３つ目が「親しみや

すさ」、４つ目が「自分ごとにする」というこ

の４つのキーワードが出ましたので、第２回の

部会の中で共有した上で、実際にどういうＰＲ

をしていけばよいのかというところで意見交

換をさせていただいております。 

出た意見としては、子どもに理解を広げてい

くためにはＰＴＡだとか学校も、こういう自立

支援協議会に一緒に入ってお話を進めていけ

ないのかというご意見だとか、実際小学校に入

り込むということもかなり大変で、全体でやっ

ていかないとなかなか進まないというご意見。

あとはコロナ禍で障がい者が外へ出る機会が

減ったことで、障がい理解が広がらなくなって

しまったことをすごく感じていらっしゃると

いうことで、積極的に地域に出ていくことが、

障がい理解を広める方法の一つではないかと

いうご意見が出ました。 

第３回の部会は２月１８日、先週開催してお

りまして、成年後見と権利擁護支援というテー

マで、区の取り組み状況や制度改正の話、２月

に横浜市の成年後見センターに私と区の職員
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とで視察に行きまして、そのご報告を部会の中

でさせていただきました。横浜市は法人後見を

行う団体が非常にたくさんあり、障がいに特化

した後見活動をされている実態のお話を伺っ

てきました。 

また今年度もセミナーを行っております。８

６ページにございます。曽根会長に講師をお願

いしまして、「障がい者差別解消とあなたの取

り組み」というテーマでお話しいただきました。

不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の

提供について、写真やイラスト、事例などをた

くさん出していただきながらお話しいただい

たので、参加者の声にもあるとおり、すごく好

評なセミナーになったのではないかと思って

おります。 

次年度に向けてですが、８４ページに戻りま

して、引き続き障がい者差別解消、意思決定支

援、および虐待における課題等の情報収集を図

りたいと思っております。また成年後見制度の

見直しを含め、国の動向を把握しつつ協議を行

ってまいります。以上でございます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。継続という感じで、

具体的に次年度の取り組みについてはこれか

らなという感じなので、ぜひ年度が始まるまで

にしっかり詰めていただきたいですが。 

今の内容でまず、中郡さん、学校との連携に

ついてお話しがありましたけれども、どうした

ら連携していけますかね。 

 

〇中郡委員 

江北小学校の中郡と申します。遅れて申し訳

ございません。 

学校の課題ということですが、足立区全部で

２１校、現在特別支援学級が設置されておりま

して。なかなかその設置している学校同士でも

横の繋がりが難しくて、情報交換はあるものの

それ以上に進んでいないというのが実情でご

ざいます。 

教員も異動で変わってしまう実情もあり、地

域の中で盛り上げていくというところに難し

さを感じているところではあります。私自身も

設置校の校長を務めておりますが、連携の情報

が繋がっていないのが実情でございます。 

 

〇曽根会長 

これ例えば今後その連携のことで、平さんが

中郡さんに直接相談させてもらうとかはでき

ますか。 

 

〇中郡委員 

それは可能です。学校としてできることがあ

ればご協力いたします。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。では平さん、ぜひ。 

あと樺沢さん。精神科病院の中でも、虐待の通

報義務が昨年度から設定されましたが、何かあ

りますか。 

 

〇樺沢委員 

東京足立病院の樺沢です。やはり精神科病院

の中でも虐待に関して院内での取り組みを強

化していこうという中で、あしすとの方のほう

から講演に来ていただいたりといった取り組

みもしているのですけれども。 

虐待の部分もそうなのですが、合理的配慮の

部分など、職員の方でも知識がなかなか不足し

ているところもあるかとは思うので、これは平

部会長さんに少し来ていただいて、こういうと

ころをこういう風に配慮されるとよいという

ようなアドバイスなどもいただけると、個人的

には非常に参考になるのかなと感じました。 

 

〇曽根会長 
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ありがとうございます。ぜひ今後、樺沢委員

と連携していただいて部会のほうに進めてい

ただければと思います。 

他にいかがでしょう。佐藤さん。 

 

〇佐藤委員 

親の会の佐藤です。セミナーの件なのですけ

れど、昨年も２回やっていただいて、今年度も

曽根先生に来ていただいたということで。私は

ちょうど委員会と重なってしまったので、参加

できなかったのですけれど、せっかくお話をさ

れたと思うので、その参加者が本当に身内ばっ

かりみたいなところがあるのが、もったいない

と思って。本当に広く知ってもらってもよいこ

となんだったら、動画配信とか何かできないの

かなと思います。 

 

〇曽根会長 

はい。差別解消はむしろ一般の市民の方とか、

あと学校でも障がいのないお子さんとかです

ね、そういったところに知っていただくのが重

要なところになりますので、ぜひ今後は少し工

夫して配信とかも考えていただけるとよいの

ではないでしょうか。 

はい。では、あと何かありますか。 

 

〇小谷こども部会長 

いいですか。 

 

〇曽根会長 

はい、どうぞ。 

 

〇小谷こども部会長 

大学のほうですと合理的配慮を求めてくる

学生がすごく増えてきていて、教職員が結構対

応に苦慮している状況だったりするので、それ

こそ小学校のほうも逆に大変ではないか、いろ

いろ要望が出されているのではないかなと思

うのですけれども、そのあたりぜひ中郡校長先

生に聞かせていただきたいなと思うのですが。 

 

〇曽根会長 

学校の事例は、内閣府のホームページなどに

誰でも検索できるようになってますけれど。で

はあとで、小谷部会長のほうから中郡さんに聞

いていただけたらと思います。 

 

（カ）精神医療部会 

〇曽根会長 

それでは、権利擁護部会の次は精神医療部会

ですね。ご報告お願いいたします。 

 

〇秦委員 

中央本町地域・保健総合支援課の秦です。私

の方から精神医療部会の令和６年度と７年度

の活動報告の方を説明させていただきます。 

まず、精神医療部会の目的としましては、資

料に記載のとおりなのですが、精神障がい者の

支援に関する連携及び調整ということを目的

としております。重点課題につきましては、精

神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

（にも包括）の構築に向けた協議及び情報共有

ということになっております。精神医療部会の

方が記載のとおり２回程度の開催で、開催数が

かなり限られているということもありまして、

８９ページにも書いてあるとおり、ワーキング

グループを精神医療部会の下部組織として作

らせていただいて、そちらの方で大体５回から

６回程度、協議の方をするという形をとってお

ります。 

下部組織の方で具体的な内容等の検討とか、

協議した結果や調査結果を精神医療部会に上

げて、精神医療部会の方で「こういう方向性で

いったほうがいいではないか」等の助言をいた

だくという形としております。 

戻りまして８７ページ、令和６年度の方は精
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神医療部会としましては、７月と１２月に開催

しました。こちらの方は、コロナ禍の時は事例

検討に注力していたもので、令和５年度から障

がい者の長期入院患者の実態を把握すべきで

はないかと事務局の方から提案差し上げまし

て、令和５年には区内病院の方に関して、１年

以上の入院患者に対して書面調査を行いまし

た。それを受けて令和６年度は、その調査結果

を受けて、対面での個別ヒアリングを行ったと

いうものになります。 

ちなみに、書面調査で分かったところは、入

院患者の方々、６５歳以上の方が６割以上で、

５年以上入院されている方は４割以上という

もので、その内容と高齢者というところを考え

まして、ＡＤＬ（生活動作）の問題とか、非常

に長期に入院してしまっている患者さんが多

いということが分かりました。 

そちらの方々については、色々病院さんとも

お話はしたのですが、「地域生活、グループホ

ームにしろ、自宅アパートというよりも、もう

病院の方が医療的な面も含めて必要ではない

か」という方も多いという話もありましたので、

方向性としましては、まず入院患者さんのお気

持ちがどういうものなのかとか、あとは入院か

ら退院に移った時に一番の課題は何なのかと

いうところを中心に、令和６年度は対面ヒアリ

ングをさせていただきました。 

活動状況は８７ページの記載のとおりで、訪

問調査の方を行っているところです。結果につ

きましては、書面では分からなかったところが

見えてきたというところで、本人の退院に対す

る不安が大きいというところで、安定している

病院の方でそのままいたいという気持ちでい

る方が多かったということ、あと入院生活の状

態では退院後の生活能力というところの判定、

把握というところが難しいというところと、先

ほどお話したとおり６割以上が６５歳以上で

したので、ＡＤＬの面の問題があるのではない

かというところが分かってきたところです。 

令和６年度で、令和７年度への取り組みにつ

きましては、個別調査で明らかになったところ

を踏まえて、水道の蛇口で例えるのもちょっと

どうかというところもありますが、この蛇口を

少しでも閉めるというか、なるべく早期に入院

したとしても退院できるような環境づくりな

り、ご本人への働きかけが必要じゃないのかと

いう話になりまして、ピアサポーターの活用と

か、ショートステイの検討等を令和７年度にし

ていこうということになったところが令和６

年度の部分になります。 

８９ページ、それを受けて令和７年度ですが、

ピアサポーターの取り組みとか、そういった課

題を受けた中で、お話しする中では一番早く取

り組むことが出来るところはピアサポーター

さんの活動であり、実際に地域で生活されてい

る、同じような疾患を持った方々の働きかけに

よって、自分の退院後のイメージができるので

はないかとか、実生活がこういう風に今変わっ

ているのだよとかいうお伝えができるのでは

ないかというところで、ピアサポーターについ

ての取り組みの方を強化していこうというこ

とを考えました。 

先ほど言ったワーキンググループでは、５回

の開催に加えて、そういったピアサポーターの

活動が活発な豊島区であったり、江戸川区であ

ったり、北区であったりというところの、地域

活動支援センターや、主管部署、保健所等の方

に視察に行ってまいりました。そういった調査

を受けて、やはり今足立区の方でも、ピアサポ

ーターの定義がなかなか難しい部分があるの

ですけれども、ピアサポーターの数が区内人口

７０万人中で一桁台だというところと、あとピ

アサポーターさんは、精神疾患を患っていると

いうことで活動できる時も波があって、その

方々全員がいつでも活動できるかというとこ

ろでもないので、まずその人数を増やしていき、
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質のところはまたこれからの次の検討で、まず

は「ピアサポーターになってもいいよ」という

人を増やしていくことにしました。 

どういった取り組みができるかというとこ

ろを、来年、令和８年度の方の目標に掲げて、

検討をさらに進めていきたいと思っておりま

す。精神障がい者にも包括、と書いてあるとお

りに、知的・身体に比べて地域の生活をどうい

う風に取り組んでやっていくかというところ

が遅れている部分があるので、色々な課題とか、

こういったこともやったほうがいいのではな

いかというお話もあるのですけれども、会長が

お話しされたとおり、総花的にやっても、どう

しても散らばってしまうので。今のところ私た

ちの方は現場を確認した上で、ピアサポーター

部分にある程度注力をかけて、進んでやってい

きたいと考えているところでございます。以上

になります。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。非常に精力

的な活動をされていることがよくわかりまし

た。では、今の精神医療部会の報告に対して何

かありますか。片桐委員は何かありますか。 

 

〇片桐委員 

質問ではないのですけれど、やっぱり本人が

かなり高齢になってきて、今話題になったよう

に本人の高齢化と同じようにしてるのですが。

精神の場合は、働きに出て病気になった人と、

学校、高校から社会に出たことがない人もいま

すので、自分は何をしたらよいかわからない。

それがすごく親もどういう風にむけていった

らいいかわからないというのが、とても悩みの

中で。 

作業所に行き始めた頃は、一生懸命その自分

に合っていない指先の作業をやっていたので

すけれど、何年か過ぎた頃から「もうやりたく

ない」みたいな。手が言うこときかないとか、

後から入った人のほうがよくできるから「僕は

もうやりたくない」というようなことがあった

り。自分はできないしという、どこへ行ったら

いいかわからない。その気持ちが全部食べ物に

行ってしまう。今そういう病気になってしまっ

て、大変な思いをしてるのですけれど。 

本当に先が見えなくて。本人は一人暮らしし

てるので、親が同居してあげればよかったこと

を、もう２０年近く一人暮らししてるので。土

日しか私はご飯も見られないので、暇になると

食べ物のことばかりになってしまって病状が

出て、本当に悩みは尽きませんが。個人的には

そんな悩みで、今、もう私の先が見えてるので、

本当に不安な気持ちで過ごしています。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。委員は何かあります

か。今のようなお話を聞いて。 

 

〇増田委員 

先ほどご説明しましたが、部会としてはピア

サポーターの養成に注力するため、今検討して

いるところです。足立区自体はもう一桁台のサ

ポーターしかいないというような現状から、そ

のサポーターを有効活用する方法として、どう

いったサポーターとしての特性があって、得意

な部分はどういったものなのか、またどういっ

た時に支援に協力してもらえるのか、そういっ

た情報の共有を進めたいという意見も部会の

中で出ておりました。 

今後はその養成等をしていこうという話に

なったのですが、課題としまして、じゃあピア

サポーターとして適切な方を行政側だけで抽

出するのはなかなか難しいのではないか。そう

いった点では、病状が安定しているかどうか、

またその方は性格的にも向いているのではな

いかといったところを、医療機関から提案して
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もらう、また推薦してもらうといった方法もあ

るのではないかといったところが出てきたの

で、また部会の中で色々検討した上で、なるべ

くそのピアサポーターの養成においては、人数

を増やすといった方向で今後進めていければ

という風に思っています。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。ピアサポー

ターもすごい重要だと思うのですけれど、今み

たいに地域で孤立して生活されている方の実

態の把握というのも結構重要かなと思ったり

します。くらし部会でも言いましたけれど、地

域生活支援拠点等のコーディネーターと連携

して、そういった部分が少し取り組みの中に入

れていただけるといいなと思うのですが。 

 

〇秦委員 

ピアサポーターの方に頼るということでは

なくて、今既存でも保健師、ケースワーカー、

あるいは援護係の方々とか、地域の見守りとい

う機能もあるので連携したいですね。単身率も

高まっているというところと高齢化で、親御さ

んが面倒を見ているという実態もどんどん増

えてきておりますので、そこは福祉まるごと相

談課もできたように、横断的に支援していくつ

もりでおります。 

地域の情報をなるべく集めながら、そのケー

スに沿った支援の方はさせていただいており

ます。で、一環として、そのプラスアルファで、

少しでも入院の方が早く退院できて地域にま

た戻れるようにというところで、ピアサポータ

ーの方の強化を考えているという形になって

おります。 

 

〇片桐委員 

はい、ありがとうございます。色々訪問とか

受けたのですけれど、やはり本人がすごく気難

しいのですね。最初に来てくださった人とは気

が合って、その方がずっと続けてくれると思う

と、今度やはり変わるのですよね。 

変わった時に、私の子ども、男の子なのですけ

れども、女性の支援者が来て色々根掘り葉掘り

いろんなこと聞かれると、もう黙り込んでしま

って「もういい」とか言って。そういう気難し

さが、この病気の特徴なのかもしれませんが、

そういうところがあるので。そういう時に何度

も人を変えていただくことができるのかどう

か、その辺のこともちょっと。この人は一人で

すし、そういう何度もやり直すことができるの

かを、お聞きしたいと思います。 

 

〇秦委員 

個別な事例になってきましたので、後ほど、

私たちの方に個別にご相談いただいて対応し

ていきたいと思いますので、お願いいたします。 

 

〇片桐委員 

わかりました。ぜひお願いします。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。あと樺沢さんにも何

かありますか。 

 

〇樺沢委員 

東京足立病院の樺沢です。私の方も精神医療

部会に参加させていただいておりまして、ワー

キング等での活動について、精力的に活動され

ているという報告を伺っております。 

ピアサポーター養成というのも大事かとは

思っておりまして、先ほど医療機関からという

お話もあったのですけれど、次期に向けてとい

うところにも書いてあるのですが、やはりサポ

ーターさんが実際どういう活動をしていくの

か、どこで何をするのかという具体的なところ

がないと、推薦というのは難しいのかなと考え
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ております。 

長期入院の方に入っていただくというのが

コロナ禍前にはあったのですけれど、今はやは

り感染対策というところで、なかなか外部の方

を長期の方がいらっしゃる病棟で受け入れる

のは難しいというような事情もありますので。 

例えば、先ほど小学校などで普及をするとい

うような内容があったかと思うのですけれど、

そちらにピアさんの方にも例えば一緒に行っ

ていただいて、「精神障がいというのはこうい

うことなんだよ」というようなことを普及啓発

というところで、地域の方にもピアさんの活動

を知っていただいたりですとか、そういうピア

さんの活動の場を、病院に限らず幅広く考えて

いけるといいのかなと思っております。 

 

〇曽根会長 

では、平部会長さん、ぜひ秦さんのところと

連携していただいて、ピアサポーターの方のご

参画について検討していただけたらと思いま

す。では、少し時間が。佐藤委員、何かありま

すか。大丈夫ですか。はい。 

では続いて、ケアマネジメント評価会議のご

報告をお願いいたします。 

 

（キ）足立区障がい者ケアマネジメント評価会

議 

〇村滝事務局員 

はい。次第にあります足立区障がい者ケアマ

ネジメント評価会議について、事務局の障がい

援護課基幹相談・権利擁護係の村滝から説明さ

せていただきます。着座にて失礼いたします。 

まず、「資料１」の１０ページをご覧ください。

次第にあります①の「足立区における相談支援

のモニタリング結果の検証」については、令和

７年度では第２回と第４回のマネジメント評

価会議で検証を行いました。詳しくは「資料２」

をご覧ください。 

第２回は基幹相談・権利擁護係の取り組みと

足立区の相談支援体制の現状と課題について、

第４回は「あだち相談支援フォローアッププロ

ジェクト」として、足立区版モニタリング検証

の結果についてケアマネジメント評価会議の

委員の方々に評価をいただきました。 

続いて次第②の「地域生活支援拠点等の検証」

については、令和７年度第１回のケアマネジメ

ント評価会議で、令和６年度の地域生活支援拠

点等の取り組みについて評価をいただきまし

た。評価結果をまとめましたのが「資料３」、

検証シートです。①の相談支援のモニタリング

の検証と、②の地域生活支援拠点等の検証、こ

ちらについてはご報告事項となります。詳しく

は「資料２」と「資料３」についてご覧いただ

きまして、ご意見やご質問等ございましたら事

務局の方にお寄せいただければと思います。 

最後に次第③の「日中サービス支援型共同生

活援助事業」についてです。こちらについては

報告事項のほかに、こちらの本会議で追加のご

意見を頂戴し、評価を高めることになっており

ますので詳しくお話いたします。 

「資料１」の１０ページをご覧ください。ま

ずは報告事項です。今年度は第４回ケアマネジ

メント評価会議の冒頭で、新規立ち上げの日中

サービス支援型共同生活援助事業の指定申請

時の評価を行いました。足立区では現在２事業

所で日中サービス支援型共同生活援助事業を

行っていますので、３箇所目の事業所が参入す

ることとなります。実際の運営開始は令和９年

度以降になる予定です。指定申請前の情報であ

るため、法人名やケアマネジメント評価会議で

の質疑などの詳しい内容は非公開でこの場で

お伝えできないことをご了承ください。 

続きまして、今回ご意見等をいただいた内容

についてご説明いたします。「資料４」をご覧

ください。今回こちらの本会議でご意見・評価

いただく事業所は２事業所です。１番目は社会
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福祉法人つくしの郷「ハーモニー竹の塚第３」、

２番目はＲＪソーシャルケア東京株式会社「リ

ビットホーム足立六町」です。ケアマネジメン

ト評価会議にあたり、こちらの２事業所には見

学会の機会を設けていただき、委員の一部と事

務局で見学を行いました。 

まず１番目の「ハーモニー竹の塚第３」につ

いてご説明いたします。入居定員１３名のうち

１３名が利用されており、２ユニットで運営さ

れています。ケアマネジメント評価会議の結果

については、１ページから９ページまでの評価

票に記載されています。真ん中の列が事業所記

入欄で、右側がケアマネジメント評価会議での

意見です。空欄のところは特に意見等が出なか

ったところになります。ケアマネジメント評価

会議の意見の下に、自立支援協議会の意見を記

載する欄がありますので、この後ご意見いただ

きたく存じます。 

「ハーモニー竹の塚第３」については、ケア

マネジメント評価会議でのご意見について２

点ほど抜粋してお伝えします。１点目は、ショ

ートステイの受け入れ稼働率が３０％台から

５０％台に上昇し、積極的なショートステイの

受け入れが行われていることが評価されまし

た。２点目は、利用者の高齢化に伴い、障がい

者支援施設の日中活動支援の工夫を他の法人

と情報交流してみてはどうかといった意見が

ありました。 

続いてページをめくっていただき、２番目の

「リビットホーム足立六町」についてご説明い

たします。入居定員は２０名で、当時は１９名

が利用されています。２ユニットで運営されて

いる事業所です。ケアマネジメント評価会議の

評価結果は５ページから９ページまでに記載

されています。評価会議でのご意見については

３点ほど抜粋します。 

１点目は、人員配置が適切かどうかといった

質問がありました。２点目は、利用者支援につ

いて、通所先などの歴史長く、地域で障がいの

ある方の支援を行っている事業所ともっと連

携を行ってはどうかとの意見がありました。３

点目は、ショートステイの稼働率が低迷してい

るとご意見がありました。 

先ほど申し上げましたとおり、日中サービス支

援型グループホームについては、この後のお時

間でご意見いただきたいと思います。評価結果

については年度末までに取りまとめて２つの

事業所にフィードバックいたしますので、それ

ぞれの事業所へのご意見、ご要望、激励など、

コメントをぜひともよろしくお願いいたしま

す。私からの説明は以上です。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。今ここでご

意見をいただければいいですか。 

 

〇村滝事務局員 

はい。 

 

〇曽根会長 

はい、わかりました。では、この日中サービ

ス支援型グループホームの評価ですけれど、何

かご意見がありましたらお願いいたします。酒

井部会長さん、何かありますか。 

 

〇酒井くらし部会長 

はい、くらし部会長の酒井です。くらし部会

の短期入所の担当の方から聞くと、やはり稼働

率は８０％以上というお話をいつも聞いてま

すので、この２か所の稼働率が逆に低い理由と

いうのは何かあるのでしょうか。ショートステ

イの動きですね。 

 

〇浦川事務局員 

はい。えっと、今のご質問に関しまして、事

務局の障がい福祉課障がい施設係長、浦川の方
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からお答えしたいと思います。 

稼働率が低い点につきましては、特にこちら

の方で詳細は確認はしていないのですけれど、

まずハーモニー竹の塚の方につきましては、結

構力を入れまして稼働率アップしているとい

うところで、またそういったところをさらに向

上するように取り組んでいくという回答をい

ただいております。 

リビットホーム足立六町につきましては、こ

ちら、昨年度から法人の形態が変わりまして、

同一法人ではあるのですけれども、そういった

ところで体制があまり落ち着いていなかった

というところがございます。 

それと、職員の配置の方とかもですね、管理

責任者の方とかもこの１２月で退職されたり

とか、少し心配なところがどうしてもございま

して。色々法人と経過の方を見守っているとこ

ろなのですけれども、そういったところを改善

いたしまして、ショートの方は、やはり親の会

の方々などからニーズの高いところになりま

すので、施設の方へは稼働率アップということ

で働きかけを行ってまいりたいと思っており

ます。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。人員体制が

課題というお話でしたが、それは受け入れられ

るだけの人が配置されていないから受けられ

ないのか、そもそもここを使いたいという人が

いないのか、そこはどちらでしょう。 

 

〇浦川事務局員 

法人の方では特にお断りをしているという

ような話は出ておりませんでした。ただ一方で、

そこで受け入れ可能であるという情報の周知、

発信は足りていないのかなという風には思っ

ております。 

ですので、空きがあったりとか、どういった

方が受け入れ可能かどうかに関しては、また今

後法人とも検討しながら、関係機関へ情報発信

をするなり、稼働を上げていくということが必

要かと思っております。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。区としては

どの程度関わっているのですか。事業者の運営

体制というか、どのような状況かというあたり

は。 

 

〇浦川事務局員 

はい。日中サービス支援型につきましては、

今ご報告させていただきましたとおり、ケアマ

ネジメント評価会議の方で毎年評価を行うと

いうことになっておりますので、そういった部

分でチェックをかけたり、助言をする機会を設

けております。 

あとは、やはり何か問題があるかどうかとい

うところは日頃から気をつけておりまして、事

業者の方にこちらから聞き取ったり、もしくは

何か相談があればお話を受ける。また利用者さ

んの方から何かお話があれば、援護課のケース

ワーカーなどから話が入ったりという形にな

ります。 

現状としましては、特にその日中サービス支

援型に関して、どこかからそんなにお話が入る

ということはないところですね。事業者指導担

当が別にございますので、そういったところと

も注意しながら運営を見守っているという状

況でございます。 

 

〇曽根会長 

この事業所の職員さんが、どういう風な体制

でいらっしゃるのかというあたりが気になる

ところなのですが。 

 

〇浦川事務局員 
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こちらの方は会社組織の方が変わりまして、

実際職員配置に関しましては、元々のサービス

管理責任者ですとか、ほとんどの職員が継続と

いうことで、昨年度ありましたので、その辺に

つきましてケアマネ評価会議でもご報告の方

をさせていただいております。 

ただ直近の情報としますと、先ほど申し上げ

たようにサービス管理責任者の方が体調を崩

しまして退職をされたということで、その方が

全国規模の大きい法人さんなものですから、そ

ちらの他のところから職員配置をして担うと

いう形で聞いております。 

ただ実際のところがよく分からなかったの

で、東京地区のエリアマネージャーと連携を取

りまして確認しましたところ、固定がまだでき

ていなかったのです。なので、一時的にそのエ

リアマネージャーがサポートに入って体制を

維持しているというような形で。こちらは一日

も早くきちんとした方を配置してくださいと

いうことはお伝えしています。 

 

〇曽根会長 

はい、よろしいですか。何かこう、人が足り

ないというのは多分その中に問題があるよう

な気がするので、ぜひ区としても、後で問題が

起きたということが起きないように、ぜひ厳し

めに目を光らせていただければと思います。あ

りがとうございます。 

他にいかがでしょうか。 

 

〇小杉相談支援部会長 

日中サービス支援型のグループホームに関

しましては、やはり施設ではなく地域とのつな

がりの部分を非常に重視している施設だと思

うのですけれども。報告の（６）番の地域や家

族との連携の部分がそこに該当するのかと思

うのですが、あまり情報量が多くないというの

が残念だなと思いまして。このあたりが協議の

中でどのようにされたのか、詳しいところが分

かれば教えていただきたいと思います。 

 

〇浦川事務局員 

事務局からお答えいたします。ハーモニー竹

の塚に関しましては、町内会に加入したり、お

祭りに参加したりですとか、普段から利用者さ

んと一緒に地域の住宅街を散歩したりとか、地

域交流などにも熱心に取り組まれておりまし

た。 

リビットホームの方に関しましては、法人が

全国規模で、足立区との馴染みが薄いというこ

とも背景にあるかとは思うのですけれども、あ

まりそういった町内会や近隣住民との交流活

動の方は現状行えていないというような話で

した。 

ただ、そこの建物のオーナーの方がすぐお隣

にいらっしゃいまして、その方とはすごくこま

めに連携して、地域的な支援の方ができている

というような話がございました。 

区としましては、ケアマネジメント評価会議

の方でもご意見いただきまして、やはりそうい

った地域とのつながりを、もっと行っていくよ

うにということで助言指導の方をさせていた

だいておりますので、今後改善を図っていただ

きたいと思っております。 

 

〇小杉相談支援部会長 

ありがとうございます。逆に言いますと、

我々相談支援部会の方からも、施設さんの動き

に頼るだけではなくて、やはり相談支援側から

も地域との交流が持てるような場が作れると

いいのかなと、今お話を聞いて感じたところで

す。 

 

〇曽根会長 

はい。他に質問していいですか。利用されて

いる方の年齢層を拝見しますと、要するに日中
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サービス支援型にずっといないと生活が難し

いという年齢層の方はあんまりいないのかな

という印象もしまして。 

実際、日中支援とは言ったってそこから外に

通って活動することは認められていますね。た

だ報酬上そこは減額になるということがある

と思うので、要するに経営を優先させようと思

うと、本来であればグループホームから日中に

どこかに通って活動ができる人も、ずっと中

（ホーム内）で見ることによって満額の報酬を

得るというような経営優先の姿勢になってし

まうということが、あるのではないのかと思う

のですけれど。こちらの２つのところというの

は、ずっと日中にいないと難しいような状態の

方ばかりでしょうか。 

 

〇浦川事務局員 

いえ。今回の資料の方にもございますが、日

中、今は通所の方をしている方が多い状況でご

ざいます。 

それぞれのユニットの最初のページの下の

方に、入居者の状況という欄がございまして。

真ん中のところに「生活介護と日中活動先の有

無」というところがございますけれども。ハー

モニーの方なんかは１３名全員が通所してお

ります。毎日というわけではございませんが、

通所先があるという形です。 

リビットホーム足立六町の方に関しまして

も、現在１９名の利用者のうち１４名が日中活

動先ありという形になっておりまして。会長お

っしゃられるとおり、日中サービス支援型は本

来は通学（通所）が困難な方が日中のサービス

支援を受けながら過ごす事業所になります。 

それなので、法人としましては加算が取れな

いということで、特にハーモニーに関しまして

は１３名ということで定員規模が低いもので

すから、その分いろんな人件費とか他のコスト

が割高になってしまうということで、すこし経

営が苦しいというようなお話は経営者の方か

らは聞いております。 

ただ、両法人とも、やはり通えるうちはなる

べくそういった日中活動先へ通うことは利用

者さんにとって幸せなことであるということ

で。それと、両法人ともその日中活動先に関し

ては、自分の法人外の別の法人が経営している

通所先を利用しておりまして、そういったとこ

ろで利用者目線に立って生活を支援している

というようなところは評価できるかと思って

おります。 

 

〇曽根会長 

わかりました。ありがとうございます。そう

したら意見のところに、そういった姿勢を継続

して続けていただきたいということを、事務局

からお伝えいただけたらと思います。 

はい、ではあと５分になってしまいましたけ

れど、よろしいでしょうか。 

そうしたら、予定している議題は以上ですが。

ただ、石原委員にご発言いただけなかったので、

もし協議会全体に対してなにかあれば。 

 

〇石原委員 

大丈夫です。 

 

〇曽根会長 

わかりました。すみません、こども部会のと

ころでお話をふるつもりで忘れてしまって。そ

したら、では今期の活動報告書（案）について

お願いします。 

 

イ今期の活動報告書（案）について 

〇和田事務局員 

事務局の障がい援護課基幹相談・権利擁護係

の和田でございます。今期の活動報告書の全体

等に関してご説明します。 

報告書案の表紙をご覧ください。今回は、お
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手元にある案のとおり、最終的には協議会の名

前で発行いたします。７ページをご覧ください。 

足立区の協議会は２年度１期として活動報

告書を作成し、事務を所管する部長に提出する

という流れになっています。本日の会議後から

年度末までに報告書の最終版を会長に確定い

ただき、部長に提出します。 

以前の協議会では年度末に提出しても、部長

が異動してしまうと見てもらえないのではな

いかというご意見を頂戴しました。それ以降、

活動報告書は年度末に決定して部長に報告し

た上で、新年度にも新旧両方の部長に報告を届

けるということをしております。 

内容の説明をします。１ページの「はじめに」

のところです。本日の会議終了後に今回の協議

内容を踏まえながら事務局と会長とやり取り

させていただきまして、作成します。 

次に目次をご覧ください。活動報告書は、前

半が全般、後半１９ページ以降が各専門部会の

報告です。 

続きまして４ページをご覧ください。こちら

には「１本会議及び運営全般について」をまと

めました。今期は新体制の４期目、８年目にあ

たります。その中で、今期初めて会長の交代が

ありました。１期から４期の前半までは小澤会

長に会長を務めていただき、４期の後半から曽

根会長に務めていただいているという状況で

す。 

前期、第３期に運営全般を組み直し、（１）、

（２）、（３）、それぞれ記載のとおりとなり

ました。今期、第４期は大きな変更はしており

ません。詳しくは報告書の（１）から（３）の

記載をご覧ください。今後とも協議会の運営に

ついては委員のみなさまからご意見をいただ

きながら、次期の協議会においてもできればと

事務局としては考えております。 

（４）は「足立区地域自立支援協議会セミナ

ー」です。専門部会等の活動を通じ寄せられた

意見を反映して実施するセミナーです。６年度

と７年度は計４回のセミナーを実施しました。

次期についても各部会の意見等を反映しセミ

ナーを進めていきますので、企画のリクエスト

があれば事務局にお寄せください。 

次に９ページ以降は、協議会及びその準ずる

機関であるケアマネジメント評価会議の開催

状況です。続きまして１９ページ以降が専門部

会の活動報告書という構成になっております。 

２２ページをご覧ください。小澤前会長から

のご指摘で、「各部会の協議内容や抽出した地

域課題について全体が見渡しにくい」という宿

題をいただきました。 

そこで前期の活動報告書から「協議会での協

議内容と障がい者計画の柱立てとの関連図」と

いうこちらの表を作成しています。今日の専門

部会の活動報告、そしてまさに今の協議内容に

ついてもこちらの内容に関連しますので、こち

らの表についてはこの後、事務局の方で完成さ

せていく予定です。 

この２年間、活発な協議をいただきまして大

変ありがたく存じます。本会議や６つの部会に

ご協力いただきました委員のみなさまの思い

を詰めた報告書を完成させたいと事務局とし

ては考えておりますので、引き続きのご協力を

お願いいたします。私からの説明は以上になり

ます。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。今後の協議

会のことで一つ検討していただきたいことが

あるのですけれど、それは本会議の委員構成の

ことです。 

まず障がい当事者の方が１人もご参加され

ていない。障がい者団体連合会は、当事者の方

だとは思うのですが、今は事務局長さんがご参

加されているので。あとご家族も参加されてい

ますけれど、ご家族としての当事者であって、
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障がいご本人ではないということですね。 

今、やはり東京都内の協議会とか国もそうで

すけれども、障がい当事者の人が参加していな

い協議会というのは、私は知らないです、ここ

以外。なので、これはぜひ見直していただけな

いかなと。 

しかも、大体「当事者」というと話せる身体

障がいの人しかいないというのが結構多いパ

ターンなのですけれども、やはり精神・知的の

当事者の方を含めた会議への見直しというの

を、ぜひご検討いただけないかなというのが一

点です。 

もう一つが、やはり区役所の職員の方の構成

比率が高いというのも、これは他の自治体を見

ても結構高率だと思うのですよね。直営でやっ

ている部分が多いというのもあるとは思うの

ですけれども。 

本来、行政の方は、本会議で言うと、人によ

っては「答弁者」になるお立場だと思います。

要するに、区がやっている行政に対して委員と

して意見を言うということは、お立場上難しい

のだと思うのです。なので、そうすると、本会

議に出て委員として意見を言うということで

考えますと、これだけ大勢の区役所の方がいる

ということが本当によいのかどうかというの

は、少し考えた方がよいのではないかという風

に思います。 

どなたかお一人参加していただくとか、ある

いは答弁者として後ろに控えていただくとか、

なんかそんな形も考えられるのではないかと

思いますので。これは次年度に向けて、ぜひご

検討いただけたらと思うところであります。 

国、内閣の「障害者政策委員会」は、各省庁

の人は委員には一人も入っていないのです。常

に答弁者ですので。で、しかも障がい当事者の

人が半分以上行っているという状況ですので、

ぜひご検討いただけたらと思います。 

それから、各専門部会なのですけれども。次

年度の最初の会議の時に、今後２年間、だから

次期の期ですよね、何をやるかという具体的な

計画案を出していただくというのは、これ毎回

やっていただいているのでしょうか。事務局に

確認なのですけれど。 

 

〇和田事務局員 

はい。次期に向けてというところを踏まえた

中で、その年度、もしくはその２年間の計画案

です。 

ただ、協議の本格的なところがまだ深まって

いない中で、計画案を本会議の方で改めて確定

するような形になっています。 

 

〇曽根会長 

わかりました。なので、その時になるべく具

体的な内容で、しかも、先ほど秦委員からもお

話ありましたけれど、あんまりたくさんの目標

を立ててしまうと、やはり実行できないという

ことがあるので。この２年一期で何をやるかと

いうことを本当によく絞っていただいて、具体

的に実行可能な計画をぜひ出していただけた

らと思いますので、各部会長さん、よろしくお

願いいたします。 

 

（３）第８期障がい福祉計画・第４期障がい児

福祉計画の策定スケジュールについて 

〇曽根会長 

はい。ありがとうございます。それでは、来

年度のスケジュールですね。 

 

〇佐々木康教事務局員 

障がい福祉課の佐々木でございます。私の方

からは（３）の「第８期障がい福祉計画・第４

期障がい児福祉計画の策定スケジュールにつ

いて」簡単にお話をさせていただきます。 

計画に関しましては、障がい者総合支援法の

規定によって、自立支援協議会の方から意見を
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聴取するということが、取り決めとしてござい

ます。次期計画作成に向けて令和８年度の協議

会で、みなさま方からのご意見をいただく機会

を設けさせていただきたいと思っております。 

具体的には、来年度は、通常、協議会２回の

ところを３回実施をさせていただくというと

ころで、第２回目で、みなさまの方からご意見

をいただきたいと思っております。 

第２回のタイミングは、ちょうど、福祉計画

の素案ができるタイミングになりますので、素

案を一緒に見ていただきながら、ご意見を頂戴

するというようなことになります。 

現在の進行状況ですが、今回、計画策定にあ

たって、実態調査をさせていただきました。 

１８歳以上の障がいのある方には、５,００

０人に対して調査票を送らせていただいて、１

８歳未満の障がい児、保護者にご回答いただく

ものとしては、８００人分。それから、区内の

障がい福祉サービスの事業所、これは、全事業

所に対して調査の協力をお願いしました。 

集計はこれからになりますので、集計結果に

ついては、来年度、令和８年度の第１回目の本

会議のところで、可能な範囲で、情報の共有を

させていただこうと思っております。 

それから、この計画策定にあたっては、協議

会からご意見いただくのはもちろんですが、障

がい者団体の方からとか、また、パブリックコ

メントも実施いたしますので、広く、多角的に、

ご意見を頂戴して、作成してまいります。 

完成は、令和９年の３月中と思っております。

本格的な動きは令和８年度からになりますの

で、また改めて、そのタイミングでお話をさせ

ていただこうと思います。今日は頭出しという

ことで、情報を共有させていただきました。あ

りがとうございました。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。では、議事

進行はここまでになりますので、司会にお返し

したいと思います。ありがとうございました。 

 

３事務連絡 

〇中沢事務局員 

曽根会長、ありがとうございました。議事は

終了しましたので、最後に事務連絡を私の方か

らさせていただきます。 

まず、本日の会議録につきましては、まとま

り次第みなさまにお送りしますので、ご確認い

ただきまして、会議録を確定させていただきま

す。確定したところで、足立区のホームページ

の方に掲載をさせていただきます。 

活動報告書につきましても、先ほど説明があ

ったとおり、曽根会長と確認をさせていただい

た上で、報告書の方を作成させていただきます。 

２点目ですけれども、現在の委員の任期は今

年度末までとなります。ここまでのご協力、誠

にありがとうございました。また、今、会長か

らもご意見をいただいているところですので、

そういったところを踏まえて、また事務局から

ご連絡をさせていただきますので、その時はみ

なさまのお力添えをどうぞよろしくお願いい

たします。 

あわせて、来年度の本会議につきましては、

一応、令和８年６月上旬の開催を予定しており

ます。また正式な日程が決まり次第、委員のみ

なさまについてはご連絡をさせていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

あと最後に、はたらく部会さんからありまし

たパンフレット、いくつか予備がございますの

で、必要な方ありましたら、ご自由にお持ちい

ただければと思います。 

以上を持ちまして、令和７年度第２回足立区

地域自立支援協議会本会議を終了させていた

だきます。本日はご出席いただき、誠にありが

とうございました。お忘れ物がないようにお気

をつけてお帰りください。どうもありがとうご
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ざいました。 
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